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（１）水質監視地点に係る検査結果 
 
 本県では、平成４年１２月２１日付け厚生省生活衛生局水道環境部長通知「水道水質に関する基
準の制定について」及び「水道水質管理計画の策定について」に基づき、平成６年３月に「熊本県水
道水質管理計画」を策定しましたが、計画策定後の水道法及び水質基準の改正等により現状に合わな
くなったことから、当該計画を平成１８年３月及び平成２８年３月に改定しています。 
 この計画では、将来にわたって水道水の安全性の確保等に万全を期する観点から、水道水源の水質
の状況や長期的な変動を把握し、また、その結果を基に適切な浄水処理を行う必要があることから、
県内の水道事業者の協力を得て、表流水（河川・ダム水）については、水道事業者等が取水している
主要な水系毎に、また、地下水については取水量の多い地域を含むように水質監視地点を設定してい
ます。 
 なお、水質監視地点として、県内の主要水源を３５箇所（熊本市は２１箇所）選定していますが、
その水源については、水質基準以外の水質管理目標設定項目等の検査を実施することとしています。 
  また、平成１５年１０月１０日付けの局長通知により要検討項目とされたダイオキシン類について
は、当分の間、水質監視地点３５箇所のうち８箇所の監視地点で原水の水質検査を実施することとし
ています。 
  当該計画に基づく平成２９年度の水質検査結果は以下のとおりです。                         
                               
ア ダイオキシン類     

 
 番号 

 
     水道事業者等 

 
  水源 
  種別 

 
  水質監視地点名 

      検査結果 

 
 ( pg-TEQ/L) 

  最大見積 
 ( pg-TEQ/L)

  １  八代生活環境事務組合  表流水  氷川ダム  0.015  ＜0.016 

  ２  上天草・宇城水道企業団  表流水  球磨川   浄水  0.0013 ＜0.0013 

  原水  0.016 ＜0.016 

  ３  天草市  表流水  亀川ダム  0.030  ＜0.031 

  ４  天草市  表流水  ヤイラギダム  0.081  ＜0.081 

  ５  玉名市  浅井戸  溝上水源地  0.00084  ＜0.0032 

  ６  大津菊陽水道企業団  湧水  第１水源地  0.00050  ＜0.0030 

  ７  八代市  浅井戸  第１水源地  0.0048  ＜0.0065 

  ８  天草市  深井戸  佐伊津第２水源地  0.00048  ＜0.0030 
 
  ※ 検査結果は毒性当量（pg-TEQ/L）で示します。                     

※ 要検討項目であるダイオキシン類の目標値（暫定値）は1pg-TEQ/Lです。 
※ ダイオキシン類には多くの異性体がありますが、その毒性の強さはそれぞれ異なっています。 

このため、ダイオキシン類の異性体の中で最も毒性が強い2,3,7,8四塩化ジベンゾ－パラ－ジオ
キシンの毒性を１として、その他のダイオキシン類の異性体の毒性を換算し合計した値を毒性
当量（pg-TEQ/L）として表現しています。 

※ 実測濃度が検出下限値未満の場合には、検出下限値の1/2の値に毒性当価係数を乗じて算出し、
   数値の左側に(＜)と記載し最大見積としています。 
 
イ 水質管理目標設定項目 
    水質監視計画では、表流水及び地下水とも水道水源の原水水質が最も悪化していると考えられ 

る時期に、年に１回以上実施することとしています。 
  このために、平成２９年度に県内の水質監視地点で実施された原水及び浄水の水質検査結果は、
 水道法第24条の２の規定に基づき各水道事業者ごとに公表されています。 

また、水道水質データーベース（http://www.jwwa.or.jp/mizu/or_up.html）では全国の水道事業者等
が実施した水道水の水質検査結果の概要が掲載されています。 
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